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【第 号議案】 令和４年 月９日・ 日137 12 12
文 化 財 課

公の施設の指定管理者の指定について

１．対象施設及び指定管理者の業務等

 対象施設名

（ ）施 設 名 所 在 地 公募額 指定管理料上限額

島根県立八雲立つ風土記の丘 松江市大庭町 539,200 千円

 指定管理者の主な業務

入館料の徴収、施設及び設備の維持管理、史跡の活用及び環境の保全等

 指定する期間

令和５年４月１日～令和 年３月 日（８年間）13 31

２．指定管理者候補の選定及び選定結果について

 応募者

公益財団法人しまね文化振興財団（松江市 【現指定管理者】）

 面接審査

令和４年 月７日 指定管理者候補選定委員会(委員５名)により実施10

 選定結果

応 募 者 応 募 額 評価得点 選定結果

公益財団法人しまね文化振興財団 539,200 千円 合格85.7

（参考）応募者の提案に関する特記事項

・ 評価得点における基準点は 点。68
・ 考古学又は古代史の分野において十分な専門知識や展示経験を持つ常勤の学芸員

資格を有する職員について、２名以上とする配置基準に対して３名を配置しており、

施設の専門性を高めるとともに、人材育成を図っている。
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令和４年度島根県一般会計補正予算（第６号）

１．補正予算の概要

事業費 一般財源 事業費 一般財源 事業費 一般財源

70,578,621 57,477,554 70,578,621 57,477,554

給与費 70,439,165 57,338,098 70,439,165 57,338,098

給与費以外 139,456 139,456 139,456 139,456

2,101,260 1,536,518 17,465 17,465 2,118,725 1,553,983

5,751,293 3,451,990 22,109 22,109 5,773,402 3,474,099

1,543,594 1,078,972 1,543,594 1,078,972

1,174,273 982,999 5,105 5,105 1,179,378 988,104

195,805 189,273 △ 26,922 △ 26,922 168,883 162,351

426,810 369,873 5,997 5,997 432,807 375,870

36,276 31,647 36,276 31,647

1,364,262 742,340 19,970 19,970 1,384,232 762,310

231,141 187,544 231,141 187,544

83,403,335 66,048,710 43,724 43,724 83,447,059 66,092,434

社会教育課

人権同和教育課

文化財課

福利課

合計

令和４年度11月補正予算案の概要について
（教育委員会）

※給与費は全額総務課で計上

補正前の額 補正額 補正後の額

（単位：千円）

課　　　名

総務課

教育施設課

学校企画課

教育指導課

特別支援教育課

保健体育課

文 教 厚 生 委 員 会 資 料
令和４年12月9日･ 12日
教 育 委 員 会
教 育 庁 総 務 課
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２．課別事業別一覧

国庫 使・手 寄・分 県債 その他 一般財源

教育施設課 2,101,260 17,465 2,118,725 0 0 0 0 0 17,465

1
特別支援学校校舎等整備
事業費

51,638 17,465 69,103

学校企画課 5,751,293 22,109 5,773,402 0 0 0 0 0 22,109

1 学校管理運営費 1,490,844 22,109 1,512,953

特別支援教育課 1,174,273 5,105 1,179,378 0 0 0 0 0 5,105

1 学校管理運営費 732,584 5,105 737,689

保健体育課 195,805 △ 26,922 168,883 0 0 0 0 0 △ 26,922

1
学校部活動感染症対策事
業費

92,664 △ 26,922 65,742

社会教育課 426,810 5,997 432,807 0 0 0 0 0 5,997

1 青少年の家事業費 104,075 5,997 110,072

文化財課 1,364,262 19,970 1,384,232 0 0 0 0 0 19,970

1
古代出雲歴史博物館管理
運営事業費

416,885 18,661 435,546

2 風土記の丘事業費 66,436 1,215 67,651

3
古墳の丘古曽志公園管理
運営事業費

6,792 94 6,886

・　原油価格・物価高騰による光熱費の上昇を踏まえ指定管理料を
　増額

・　原油価格・物価高騰の影響を受ける中、生徒の学習環境を確保
　するため、県立高校における電気料金を増額

・　原油価格・物価高騰による光熱費の上昇を踏まえ指定管理料を
　増額

（単位：千円）

・　浜田養護学校の児童の増加に伴う教室不足と職員室の狭隘化に
　対応するための施設改修

・　原油価格・物価高騰の影響を受ける中、幼児・児童・生徒の学
　習環境を確保するため、特別支援学校における電気料金を増額

・　学校部活動の全国大会等の終了に伴うＰＣＲ検査実績による減
　額

課名
補正前の額 補正額 補正後の額

補 正 額 の 財 源 内 訳 及 び 概 要

事業名
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３．債務負担行為
（単位：千円）

1
令和４年度

～
令和10年度

533,965 教育指導課

2
令和４年度

～
令和５年度

8,228 特別支援教育課

3
令和５年度

～
令和12年度

539,200 文化財課

４．繰越明許費

〔追加分〕

金額 所管課

1 78,849 教育施設課

（単位：千円）

事業名

高等学校校舎等整備事業費

事項 期間 限度額 所管課

風土記の丘管理運営事業費

特別支援学校ＩＣＴ環境整備事業費

未来の創り手育成事業費
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令和４年度島根県一般会計補正予算（第８号）

１．補正予算の概要

事業費 一般財源 事業費 一般財源 事業費 一般財源

70,578,621 57,477,554 70,578,621 57,477,554

給与費 70,439,165 57,338,098 70,439,165 57,338,098

給与費以外 139,456 139,456 139,456 139,456

2,118,725 1,553,983 2,118,725 1,553,983

5,773,402 3,474,099 5,773,402 3,474,099

1,543,594 1,078,972 68,220 0 1,611,814 1,078,972

1,179,378 988,104 7,900 540 1,187,278 988,644

168,883 162,351 168,883 162,351

432,807 375,870 432,807 375,870

36,276 31,647 36,276 31,647

1,384,232 762,310 1,384,232 762,310

231,141 187,544 231,141 187,544

83,447,059 66,092,434 76,120 540 83,523,179 66,092,974

社会教育課

人権同和教育課

文化財課

福利課

合計

令和４年度11月補正予算案の概要について
（教育委員会）

※給与費は全額総務課で計上

補正前の額 補正額 補正後の額

（単位：千円）

課　　　名

総務課

教育施設課

学校企画課

教育指導課

特別支援教育課

保健体育課

文 教 厚 生 委 員 会 資 料
令和４年12 月9日･ 12日
教 育 委 員 会
教 育 庁 総 務 課
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２．課別事業別一覧

国庫 使・手 寄・分 県債 その他 一般財源

教育指導課 1,543,594 68,220 1,611,814 68,220 0 0 0 0 0

1 学校安全確保推進事業費 127,063 68,220 195,283

特別支援教育課 1,179,378 7,900 1,187,278 7,360 0 0 0 0 540

1 学校管理運営費 737,689 7,900 745,589

３．繰越明許費

〔追加分〕

金額

1 68,220

2 7,900

（単位：千円）

【別紙】のとおり

（単位：千円）

【別紙】のとおり

課名
補正前の額 補正額 補正後の額

補 正 額 の 財 源 内 訳 及 び 概 要

事業名

事業名

学校安全確保推進事業費

学校管理運営費

所管課

教育指導課

特別支援教育課
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【別紙】 

スクールバス安全装置整備等支援事業 

１．現状 

 ・ R4 年 9 月に発生した認定こども園の送迎バスの置き去り事故を受け、幼稚園・特別

支援学校の送迎用バスに安全装置を設置することが義務化される予定(R5.4～) 

・ 子供の安全を守るための経費の支援について、国補正予算で予算措置 

２．対応 

・ 設置が義務化される、スクールバスにおける安全装置等整備を実施 

 対象 

① 送迎用バスへの安全装置 

・ 車内の幼児等の所在の見落としを防止する装置の装備等 

② 登園管理システム 

・ 幼児の登降園の状況について、保護者からの連絡を容易にし、職員間での確認・

共有するための登園管理システム 

③ 子どもの見守りタグ（ＧＰＳ） 

・ ＧＰＳを活用した子どもの見守りサービスに係る機器等 

 事業費（案） 

 その他 

・ 児童等の置き去り防止等のためのマニュアルの作成について追記するなど「学校危

機管理の手引」を改訂し、県立学校や市町村に通知 

対象施設 負担割合 事業費 うち一財

29,500 0

公立幼稚園 2,000 0

特別支援学校 5,200 0

任意 公立小・中・義務教育学校 22,300 0

36,260 420

公立幼稚園 34,160 0

特別支援学校（幼稚部） 2,100 420

10,360 120

公立幼稚園 9,760 0

特別支援学校（幼稚部） 600 120

76,120 540

②　登園管理システム導入

③　子ども見守りタグ（GPS）導入

国4/5・設置者1/5

国4/5・設置者1/5

（単位：千円）

項目

義務

合計

任意

任意

国10/10

①　送迎用バスへの安全装置導入
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新型コロナウイルス感染症への対応について 

１．県立学校の寄宿舎における対応 

冬期休業中の帰省及び帰寮にあたり、次のとおり対応 

・ 帰省先の感染状況などにより帰省しないこととなった生徒がいる学校は、冬期

休業中に閉寮する場合、閉寮期間中の当該生徒の滞在先として、近隣の宿泊施設

等を確保。その場合の宿泊経費は県費負担（食費は自己負担） 

・ 自宅等に帰省する生徒は、これまでどおり、移動中や自宅等での生活において、

日々の健康観察を徹底するとともに、「三つの密」の回避やこまめな換気の実施

など、基本的な感染防止対策を徹底 

・ 体調の不良を訴えた場合は、当面帰寮を見合わせ、自宅等での待機を要請 

・ 帰寮後の一定期間（７日間程度）を「特別健康状況確認期間」とし、毎朝の検

温と記録、風邪症状の確認等について、教職員が直接生徒に確認するなどの徹底

した健康観察を実施 

・ 帰寮に際し、保護者や生徒から、他の寄宿舎生と離れた場所での健康状況の確

認の希望があった場合は、近隣の宿泊施設等を確保し、帰寮後の一定期間そこで

滞在させる。その場合の宿泊経費は県費負担（食費は自己負担） 

・ 帰寮にあたり、必要に応じて、希望する寄宿舎生を対象とした、県費負担によ

る新型コロナウイルス感染症に関する検査を実施 

２．基本的な感染症対策の徹底 

県内と全国の感染状況、基本的対処方針を踏まえ、また、今冬は季節性インフル

エンザとの同時流行が懸念されていることから、「三つの密」の回避、「人と人の距

離の確保」、「手洗いなど手指衛生」、「マスクの着用」、「換気」など基本的な感染症

対策を引き続き徹底 

文 教 厚 生 委 員 会 資 料 

令和４年 12 月９日・12 日 

教 育 庁 総 務 課 
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「教職員の働き方改革プラン」の重点期間における取組検証 

及び今後の対応の方向性について 

１．「教職員の働き方改革プラン」の概要 

・ 教職員の長時間勤務の是正及びワーク・ライフ・バランスの適正化による教育の質

向上等を図るため、平成 31 年３月に、県教育委員会において「教職員の働き方改革プ

ラン」（以下「プラン」という）を策定。令和元年度～３年度を重点期間と位置付け 

・ 働き方改革を進める目的やプラン達成に向けた数値目標（下記参照）を定めた上で、

それを達成するための主な手立てとして、県教育委員会、市町村教育委員会、管理職、

各教職員がそれぞれ取り組むべき事項を記載 

・ 令和４年度以降については、重点期間における取組状況を検証した上で、更なる改

善・見直しを行っていくこととしている。 

  〔働き方改革を進める目的〕 

    ① 子どもたちと向き合う時間の確保による教育の質向上 

② 教職員の心身の健康保持 

③ 仕事と生活の充実 

④ 教職を目指す人材の確保 

〔数値目標〕 

    ① 時間外勤務（※）：月 45 時間以内（年 360 時間以内） 

     （※）文部科学省の指針で示された「在校等時間」を対象としている。 

    ② 年次有給休暇の取得日数： 

      全ての教職員が年５日以上、全校種平均 13 日以上 

    ③ ワーク・ライフ・バランスがとれていると感じる教職員の割合：90％以上 

２．これまでの主な取組

 勤務時間の客観的な把握 

   全ての県立学校及び市町村立学校において、業務用パソコンのオン・オフやタイム

カードなどにより、勤務時間を客観的に把握 

文 教 厚 生 委 員 会 資 料 

令和４年 12 月９日・12日 

学  校  企  画  課 
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 学校内での業務改善の推進 

    以下の取組等により、学校内での業務の削減・効率化を推進。 

  ・ モデル校（小・中・高・特支各１校）での研究実践 

  ・ 「学校業務改善事例集」の作成（平成 31 年３月策定、令和３年３月改訂） 

  ・ 管理職の意識向上のための研修充実 

  ・ 学校内での働き方改革リーダーの養成 

  ・ 校務支援システムなどのＩＣＴ活用 

 外部サポート人材の配置 

   教員の業務を支援・代替するため、業務アシスタントやスクール・サポート・スタ

ッフ、部活動指導員・地域指導者等の外部サポート人材を配置。通常業務への対応に

加え、コロナ対応のための追加配置も実施 

 教職員の定数確保・配置 

    ・ 国の定数のほか、県単独加配（例：普通科高校の主幹教諭、専門高校の理数教員、

小中学校の課題解決加配）も含めて、必要な定数を確保。国に対して、継続的に、

中学校の 35 人学級編制の実施や、特別支援学級の学級編制基準の見直し、加配を

含めた十分な定数措置等を要望 

   ・ いじめ・不登校・特別支援等の課題にきめ細かく対応するため、県独自の非常勤

講師配置事業を継続実施 

   ・ 近年、深刻な教員不足により、定数どおりの配置ができず、欠員が生じたり、常

勤講師を非常勤講師で代替せざるを得ない事態が生じたりしている。 

３．教職員の働き方の実態 

 プランにおける数値目標の達成状況 

① 時間外勤務 ※より詳細な実態は下記 参照 

   ・ 全校種平均について、プラン策定前の平成 30 年度には月 65.1 時間だったのが、

令和３年度には、月 36.6 時間まで減少（約 44％減） 

・ 令和３年度には、全ての学校種で、月 45 時間以内の目標を達成。年 360 時間以

内の目標は、特別支援学校を除き未達成。特に、部活動のある中学校及び高校の時

間外勤務が多い状況 
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〔時間外勤務の状況（月平均）〕            【】内は対前年比の増減 

校種 
平成 30 年度 

（プラン策定前） 
令和元年度 令和２年度 令和３年度 

小学校 64.6 時間 
60.1 時間 

【▲4.5 時間】 

42.2 時間 

【▲17.9 時間】 

35.5 時間 

【▲6.7 時間】 

(年 426 時間) 

中学校 75.1 時間 
68.0 時間 

【▲7.1 時間】 

48.2 時間 

【▲19.8 時間】 

40.7 時間 

【▲7.5 時間】 

(年 488.4 時間) 

高等学校 75.8 時間 
66.4 時間 

【▲9.4 時間】 

49.6 時間 

【▲16.8 時間】 

44.1 時間 

【▲5.5 時間】 

(年 529.2 時間) 

特別支援

学校 
43.5 時間 

34.5 時間 

【▲9.0 時間】 

21.5 時間 

【▲13.0 時間】 

20.0 時間 

【▲1.5 時間】 

(年 240 時間) 

全校種 

平均 
65.1 時間 

58.0 時間 

【▲7.1 時間】 

40.5 時間 

【▲17.5 時間】 

36.6 時間 

【▲3.9 時間】 

(年 439.2 時間) 

目標値 65 時間 55 時間 45 時間 
45 時間以内 

（年 360 時間以内)

② 年次有給休暇の取得日数 

   ・ 平均取得日数（全校種平均）について、令和３年度は 11.6 日となっており、増

加傾向にあるが、13 日以上の目標は未達成 

・ 年５日以上の取得を行っている教職員は、全体の 89％に留まっており、全員取

得の目標は未達成 

 【平成 30 年度～令和３年度の推移（全校種平均）】 

年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

取得日数 10.1 日 10.2 日 9.7 日 11.6 日 

【令和３年度 取得日数ごとの分布（全校種）】 

取得日数 ０日 １～４日 ５～８日 ９～１２日 １３日以上

割合 0.4％ 10.6％ 33.0％ 29.5％ 26.5％ 

89％ 
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 ③ ワーク・ライフ・バランスがとれていると感じる教職員の割合 

    ・ 令和２年までは増加傾向にあったが、令和３年度は 42.6％に減少しており、90％

以上の目標は未達成 

・ 令和３年度は多くの学校でコロナ感染が発生し、精神面を含めた教職員の負担

が増大したことや、新学習指導要領への対応（※）など、新たな業務が重なった

ことも影響していると考えられる。 

    （※）小学校は令和２年度～全面実施、中学校は令和３年度～全面実施、高等学校

は令和４年度～年次進行で実施（特別支援学校は、各学校種と同様） 

  【平成 30 年度～令和３年度の推移（全校種）】 

 時間外勤務に関する詳細（令和３年度） 

  ① 時間外勤務の時間数ごとの人数分布 

     ・ 月 30 時間（年 360 時間）未満の者が 50％いる一方で、月 60 時間（年 720 時間）

以上の者が 18％いるなど、二極化の傾向が見られる。 

校種 月 15h 未満 月 15～30h 月 30～45h 月 45～60h 月 60～80h 月 80h 以上

小 27％ 24％ 21％ 14％ 10％ 4％ 

中 17％ 20％ 18％ 17％ 15％ 13％ 

高 20％ 20％ 18％ 14％ 13％ 15％ 

特支 39％ 31％ 20％ 7％ 3％ 0％ 

計 26％ 24％ 19％ 13％ 10％ 8％ 

② 職種別の状況（月平均） 

・ いずれの校種においても、特に教頭・主幹教諭の時間外勤務が多い。 

・ 養護教諭・栄養教諭・実習助手・寄宿舎指導員・事務職員（月 30 時間（年 360

時間）以内）と比べて、教諭の時間外勤務が多い。 

校種 校長 教頭 主幹教諭 教諭※1 養護教諭※2 栄養教諭※3 実習助手 寄宿舎指導員 事務職員※4

小・中 32.1h 49.6h 56.9h 42.0h 26.3h 22.0h ― ― 22.7h 

高 34.6h 52.5h 70.1h 45.8h 19.5h ― 31.6h 
4.5h 

（4.8h）

特支 28.2h 47.7h 35.8h 21.3h 10.7h 12.3h 9.9h （3.7h）

計 31.6h 49.9h 54.3h 36.4h 18.8h 15.5h 28.0h 4.5h （10.4h）

※1 助教諭・講師を含む  ※2 養護助教諭を含む  ※3 学校栄養職員を含む  ※4 県立学校は知事が任命権者 

年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

割合 45％ 57％ 64％ 42.6％ 

50％ 18％ 
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  ③ 学校規模別の状況（高校のみ、月平均） 

   ・ 学校の規模が大きくなるほど、時間外勤務が多くなる傾向が見られる。今後、 

小中学校等を含め、幅広く実態を把握していく必要がある。 

学級規模 １学年 ２学級以下 １学年 ３～４学級 １学年 ５学級以上 

時間外勤務① 

（全高校の平均） 
37.9h 42.2h 51.1h 

時間外勤務② 

（普通高校の平均）
36.9h 48.2h 57.2h 

 その他 

① 教職員の意識（アンケート調査の結果より） 

  ※サンプル調査（回答数 1,219、回収率 62％） 

 （ア）主な調査項目における肯定的回答の割合 

１．働き方改革を自分事として捉え、業務改善に取り組む意識が出てきた 69.4％ 

２．管理職は働き方改革に積極的に取り組もうとしていた 70.1％ 

３．学校全体の働き方改革の意識が高まった 43.4％ 

４．業務改善に向けた具体的な手立てや見直しが行われるようになった 51.6％ 

５．サポート人材を十分に活用できるようになった 48.8％ 

６．校内で業務の平準化が図られた 31.8％ 

７．教育委員会からの調査・報告・照会等の削減、精選、簡略化が行われた 19.8％ 

（イ）特に負担に感じている業務 

  ※自由記述の回答内容を「学校業務改善事例集」（令和３年３月改訂）の業務区分（計

10 区分）に分類・集計し、回答者の総数に対する割合が特に高い業務区分を整理 

校種 １番目 ２番目 ３番目 

小 

学 

校 

児童生徒対応、苦情・トラ

ブルに係る業務 

（保護者対応、生徒指導、

不登校支援など） 

【28.8％】 

学校管理・運営に係る業務

（調査・照会への対応、 

会計、成績処理など） 

【28.4％】 

児童生徒の学習活動、学

級活動に係る主な日常的

業務（テスト作成・採点、

時間割作成など） 

【14.7％】 

中 

学 

校 

部 活 動 等 に 係 る 業 務

【31.4％】 

学校管理・運営に係る業務

（調査・照会への対応、 

会計、成績処理など） 

【22.2％】 

児童生徒対応、苦情・トラ

ブルに係る業務 

（保護者対応、生徒指導、

不登校支援など） 

【15.4％】 
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高 

等 

学 

校 

部活動等に係る業務（練

習・大会登録・大会計画・

引率・会計など） 

【37.0％】 

学校管理・運営に係る業務

（調査・照会への対応、 

会計、成績処理、実践収録など）

【21.4％】 

日常の定型的な業務（文

書収受、起案、印刷、メー

ル処理など） 

【12.0％】 

特 

別 

支 

援 

学 

校 

学校管理・運営に係る業

務（調査・照会への対応、

会計、成績処理など） 

【34.7％】 

児童生徒の学習活動、学級

活動に係る主な日常的業

務（テスト作成・採点、 

時間割作成など） 

【17.9％】 

日常の定型的な業務（文

書収受、起案、印刷、メー

ル処理など） 

【16.8％】 

② 持ち帰り残業 

・ モデル校（赤江小学校、安来第三中学校、矢上高校、松江養護学校）を対象に、令

和４年 10 月（１か月間）の実態を調査した結果は以下のとおり（回答数計 227 人）。

ごく限られた範囲での調査であり、今後、幅広く実態を把握していく必要がある。 

持ち帰り残業を 

実施した教職員の割合 

１月当たりの平均日数 

（実施した教職員のみ） 

１日当たりの平均時間数 

（実施した教職員のみ） 

68％ ８日 2.0 時間 

４．検証結果（総括） 

・ これまでの取組により、全校種で時間外勤務が大きく減少（平成 30 年度から令和３

年度の間に約 44％減）し、月 45 時間以内の目標を達成するとともに、個々の教職員の

働き方改革に関する意識や管理職のリーダーシップも高い水準（７割程度）となるな

ど、一定の成果が出ている。これは、プランに基づき、県教育委員会、市町村教育委員

会、管理職、各教職員が、それぞれの立場で着実に取組を進めてきた結果である。 

・ しかしながら、時間外勤務を年 360 時間以内とする目標は達成できておらず、年次

有給休暇の取得及びワーク・ライフ・バランスについても目標を達成できていない。時

間外勤務については、学校種・学校規模・職種による差異や、教職員間での二極化の傾

向なども明らかとなっている。学校現場の教職員からも、依然として、事務作業や部活

動指導等に追われて授業の準備や生徒指導等のための時間が十分に確保できない、業

務負担軽減の実感が持てない、などの声が県教育委員会にも寄せられている。 

・ さらに、働き方改革の問題の一つの現れとして、精神疾患等による休職者数につい

て、近年、同水準の状況が続いているとともに、教員不足がより深刻化しており、年度

当初からの欠員等が生じるとともに、教員採用試験の受験者数・受験倍率も継続的に

低下している（小学校では倍率が２倍を下回る状況が継続）。 
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・ こうした状況を踏まえ、今後、早急に、プランの数値目標及び働き方改革を進める目

的（①子どもたちと向き合う時間の確保による教育の質向上、②教職員の心身の健康

保持、③仕事と生活の充実、④教職を目指す人材の確保）を達成するため、プランに基

づく取組を更に徹底・強化していく必要がある。その際には、全体に共通する取組のほ

か、時間外勤務の特に多い学校や教職員の状況等に応じた取組を重点的に講じること

や、校内での業務平準化を推進していくことなども必要となる。 

・ さらに、時間外勤務が減少している一方で、ワーク・ライフ・バランスがとれていな

いと感じる教職員の割合が増加しているところ、精神的な負担のほか、時間外勤務の

集計に出て来ない部分での負担増などが生じている可能性もあるため、今後、持ち帰

り残業を含め、トータルでの実態把握をよりきめ細かに行っていくことも重要である。 

５．今後の対応の方向性 

  上記４．の検証結果に基づき、以下の点に重点的に取り組むこととする。 

 よりきめ細かな実態把握・分析 

   上記３． で示した、時間外勤務の時間数ごとの人数分布や、職種別・学校規模別

の状況に加え、新たに、持ち帰り残業や休憩時間等についても把握・分析を行う。 

 学校が担う業務等の削減・効率化 

・ より具体的・実践的な好事例を集めた事例集の作成 

・ 学校内での働き方改革リーダーの養成の更なる推進 

  ・ 校務支援システムに加え、デジタル採点システムの新規導入などのＩＣＴ活用 

  ・ 研修や会議のオンライン化・オンデマンド化の推進 

  ・ 教育委員会による調査・照会等の削減・簡素化 など 

 業務量に見合った適切な教員配置 

  ・ 欠員等の早期解消 

  ・ 国定数の確保（中学校の 35 人学級や特別支援学級の基準見直しに関する要望を含む）

・ 学校の抱える課題に対応した、県単独の加配や非常勤講師配置事業の推進 

（定年延長による「定年前再任用短時間勤務制」も効果的に活用） など 

 教員が担わなくてよい業務・教員以外が担うべき業務のアウトソーシング 

  ・コロナの有無に関わらず、恒常的に教職員が本来業務に注力できる環境を整備する

ため、各種の外部サポート人材を適切に配置 

  ・特に、部活動指導に係る負担軽減のための配置拡充 

  ・各県立学校の実情に応じて柔軟に活用できるよう、支援スタッフを大括り化 など 

 業務の平準化及び多様な働き方の推進 

  ・業務の平準化に関する好事例の収集・展開 

・管理職に対する研修の更なる充実 

  ・子育て・介護等との両立促進（時差出勤等）に向けた研究 など 
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通学路沿いのブロック塀等の状況について 

１．概要 

 ・ 平成 30 年度に小中学校の通学路沿いのブロック塀等の危険箇所の数や状況、

対応状況について調査を実施 

 ・ 平成 30 年度の調査実施以降、各市町村で実施した対策等を踏まえた、現時点

の状況をフォローするため調査を実施し、令和４年 11 月にとりまとめ 

２．現状（令和４年 11 月調査とりまとめ） 

               ※ 令和４年度中に対策を実施する予定のものを含む 

① 19 市町村のうち９市町村が全ての危険箇所に対策済 

 ② 実施した対策の主なもの 

  ・ ブロック塀の撤去、改修 

・ 通学路の変更 

・ 危険箇所についての指導などの安全教育 

・ 専門家の調査等による安全確認 

 ③ 未対策箇所のうち 62 か所は所有者に撤去の依頼や危険性の周知などを実施 

④ 市町村ごとの内訳は別添のとおり 

３．今後の対応 

 ・ 県教育委員会では、今回の調査結果を各市町村へ情報提供するとともに、ブロ

ック塀等の危険箇所について、通学路の安全確保について周知 

 ・ 各市町村教育委員会においては、引き続き、ブロック塀等の危険箇所を含め「交

通安全プログラム」により小中学校の通学路の安全対策を実施 

H30調査 対策済※ 未対策

Ａ Ｂ Ｃ＝Ａ－Ｂ

1,200 824 376 

－ (69%) (31%)

高さについて危険 1,132 766 366 

（　Ｂ／Ａ　又は　Ｃ／Ａ　） － (68%) (32%)

控え壁がないことの危険 7 7 0 

（　Ｂ／Ａ　又は　Ｃ／Ａ　） － (100%) (0%)

ひび割れ等、劣化・損傷面での危険 60 50 10 

（　Ｂ／Ａ　又は　Ｃ／Ａ　） － (83%) (17%)

厚さについての危険 1 1 0 

（　Ｂ／Ａ　又は　Ｃ／Ａ　） － (100%) (0%)

内
訳

状況

ブロック塀等による危険の可能性があるか所

（　Ｂ／Ａ　又は　Ｃ／Ａ　）

文 教 厚 生 委 員 会 資 料 
令和４年 12 月９日・12 日 
教 育 指 導 課 
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（別添）

区分
(Ｂ/Ａ)
(Ｃ/Ａ)

高さ 控え壁 劣化・損傷 厚さ

H30調査 Ａ 955 － 955 0 0 0 

対策済 ※ Ｂ 621 (65%) 621 0 0 0 

未対策 Ｃ 334 (35%) 334 0 0 0 

H30調査 Ａ 39 － 22 0 17 0 

対策済 ※ Ｂ 28 (72%) 16 0 12 0 

未対策 Ｃ 11 (28%) 6 0 5 0 

H30調査 Ａ 38 － 31 0 7 0 

対策済 ※ Ｂ 38 (100%) 31 0 7 0 

未対策 Ｃ 0 (0%) 0 0 0 0 

H30調査 Ａ 14 － 1 0 13 0 

対策済 ※ Ｂ 14 (100%) 1 0 13 0 

未対策 Ｃ 0 (0%) 0 0 0 0 

H30調査 Ａ 10 － 4 0 6 0 

対策済 ※ Ｂ 10 (100%) 4 0 6 0 

未対策 Ｃ 0 (0%) 0 0 0 0 

H30調査 Ａ 32 － 32 0 0 0 

対策済 ※ Ｂ 32 (100%) 32 0 0 0 

未対策 Ｃ 0 (0%) 0 0 0 0 

H30調査 Ａ 57 － 57 0 0 0 

対策済 ※ Ｂ 57 (100%) 57 0 0 0 

未対策 Ｃ 0 (0%) 0 0 0 0 

H30調査 Ａ 5 － 4 0 1 0 

対策済 ※ Ｂ 2 (40%) 1 0 1 0 

未対策 Ｃ 3 (60%) 3 0 0 0 

H30調査 Ａ 15 － 15 0 0 0 

対策済 ※ Ｂ 0 (0%) 0 0 0 0 

未対策 Ｃ 15 (100%) 15 0 0 0 

H30調査 Ａ 2 － 1 1 0 0 

対策済 ※ Ｂ 2 (100%) 1 1 0 0 

未対策 Ｃ 0 (0%) 0 0 0 0 

H30調査 Ａ 1 － 1 0 0 0 

対策済 ※ Ｂ 1 (100%) 1 0 0 0 

未対策 Ｃ 0 (0%) 0 0 0 0 

H30調査 Ａ 1 － 0 0 1 0 

対策済 ※ Ｂ 0 (0%) 0 0 0 0 

未対策 Ｃ 1 (100%) 0 0 1 0 

H30調査 Ａ 16 － 1 6 8 1 

対策済 ※ Ｂ 16 (100%) 1 6 8 1 

未対策 Ｃ 0 (0%) 0 0 0 0 

H30調査 Ａ 0 － 0 0 0 0 

対策済 ※ Ｂ 0 (0%) 0 0 0 0 

未対策 Ｃ 0 (0%) 0 0 0 0 

H30調査 Ａ 11 － 5 0 6 0 

対策済 ※ Ｂ 2 (18%) 0 0 2 0 

未対策 Ｃ 9 (82%) 5 0 4 0 

H30調査 Ａ 3 － 3 0 0 0 

対策済 ※ Ｂ 0 (0%) 0 0 0 0 

未対策 Ｃ 3 (100%) 3 0 0 0 

H30調査 Ａ 0 － 0 0 0 0 

対策済 ※ Ｂ 0 (0%) 0 0 0 0 

未対策 Ｃ 0 (0%) 0 0 0 0 

H30調査 Ａ 0 － 0 0 0 0 

対策済 ※ Ｂ 0 (0%) 0 0 0 0 

未対策 Ｃ 0 (0%) 0 0 0 0 

H30調査 Ａ 1 － 0 0 1 0 

対策済 ※ Ｂ 1 (100%) 0 0 1 0 

未対策 Ｃ 0 (0%) 0 0 0 0 

H30調査 Ａ 1,200 － 1,132 7 60 1 

対策済 ※ Ｂ 824 (69%) 766 7 50 1 

未対策 Ｃ 376 (31%) 366 0 10 0 

※ 令和４年度中に対策を実施する予定のものを含む

吉賀町

合計

海士町

西ノ島町

知夫村

隠岐の島町

通学路沿いのブロック塀等の状況（令和４年11月調査取りまとめ）

松江市

合計

浜田市

津和野町

出雲市

益田市

大田市

安来市

江津市

雲南市

奥出雲町

飯南町

川本町

美郷町

邑南町
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特別支援学校の通学支援について

１．現状 

 現状の通学支援 

・ 特別支援学校３校に複数の障がい種の部門を設置 

・ 県内５地域（安来、出雲、雲南、大田、邇摩）に分教室を設置 

・ ８校に寄宿舎を設置 

・ スクールバスによる通学支援を 16 便運行（うち３便はコロナ増便）（別添１） 

・ 通学に要する保護者の経費（公共交通機関の運賃、自家用車送迎のガソリン代、民間送迎等

に係る運賃など）の実費に対する就学奨励費を支給 

 保護者アンケート調査の状況（R3.9～10 月実施）（別添２）

・ 自家用車での登校が全体の約４割（300 人／776 人） 

・ そのうち、仕事・生活面に支障があるとした保護者は約５割（136 人／300 人） 

・ 下校は、自家用車以外の手段（放課後等デイサービス、民間送迎等）が全体の約８割（631

人／776 人） 

［保護者アンケートの意見抜粋］ 

・ 送迎時間を考慮して仕事を探すと見つからない。 

・ 送迎のために就労できない家族がいる。 

・ 学校が８時 45 分からの受け入れなので、仕事の開始を遅くしてもらっている。 

・ 送迎のためにフルタイム勤務からパートタイム勤務に変更した。 

・ 勤務時間の調整により希望する働き方ができない。 

 市町村の福祉サービスの実施状況（R3.12 月調査） 

  ・ 市町村における特別支援学校への通学で活用できる福祉サービスの状況を確認 

  ・ 地域生活支援事業による通学支援実施 11 市町

 福祉サービス事業者等への聞き取り（R4.7～9 月実施） 

  ・ 保護者から朝の通学について相談があった際、学校の受け入れ時間が決まっており、活用で

きる福祉サービスの調整が困難な場合がある。 

・ 朝は一般の方の利用もあるので、事業者の車両の空きが限られるため、特別支援学校の児童

生徒が利用できない場合がある。 

文 教 厚 生 委 員 会 資 料 

令和４年 12 月９日･12 日 

特 別 支 援 教 育 課 
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 学校への聞き取り（R4.4～5月実施） 

児童生徒等の通学の状況や課題等について全特別支援学校への聞き取り結果（主なもの） 

２．課題 

 市町を跨ぐなどの遠距離送迎による仕事・生活面への支障 

 自家用車送迎による朝の混雑 

 学校の受入開始が遅いことによる勤務の制限 

 福祉サービス事業者の受入体制の不足（複数の市町から事業者不足の課題ありと回答） 

３．今後の検討の方向性 

 自家用車による遠距離登校に替わる手段の検討 

 自家用車による登校時間を早めるための学校側の受入れ方法の検討 

 自家用車に替わる福祉サービスによる通学の充実について検討（健康福祉部と連携） 

学校名 聞き取り内容

1 松江養護学校

・ 朝の駐車場等で混雑が発生し安全性が確保できない
・ 安来市から通学する児童生徒も多く通学バスのニーズがある
・ 登校時に対応できる福祉サービス事業者が少ない
・ 学校の教室等を利用した朝の預かりの検討が必要

2 出雲養護学校

・ 雲南市からの通学の検討が必要
・ 保護者のニーズには福祉サービスの充実を求めるものも多い
・ 事業者で配車の調整ができず福祉サービス利用を諦める、または、他の
  利用者の後に利用することで遅れて登校するケースがある

3 浜田養護学校
・ 今後の生徒の増加が見込まれるなか、乗車人数が多くなると今の通学バ
  スを２便体制にする必要がでてくる

4 益田養護学校

・ 過去に運行していた津和野町からのタクシーの代替手段について検討が
  必要（Ｒ４はタクシー利用者なし）
・ 福祉サービスが可能な事業者が少ない
・ プレイルームを利用した朝の預かりの検討が必要

5 松江清心養護学校
・ 通学バスの運行エリアを拡大したい
・ 福祉サービスを他の利用者の後に利用することになり、遅れて登校する
  ケースがある

6 江津清和養護学校
・ 学校の東西をスクールバス１台で運行すると範囲が限られ、浜田市や大
  田市方面からのニーズに対応できない
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竹島

特別支援学校のスクールバス運行状況等

益田市

浜田市

津和野町

吉賀町

江津市

邑南町

大田市

川本町
美郷町

飯南町

奥出雲町

安来市

出雲市

雲南市

松江市

海士町

西ノ島町

知夫村

隠岐の島町

浜田養護学校（知）

浜田ろう学校（聴）

江津清和養護学校（肢・病）

石見養護学校（知）

松江養護学校安来分教室（知）

出雲養護学校邇摩分教室（知）

出雲養護学校大田分教室（知）

出雲養護学校雲南分教室（知）

隠岐養護学校（知）

出雲養護学校（知・肢）

従来のスクールバス運行ルート

：特別支援学校 ：分教室・校舎

コロナ増便の運行ルート

：寄宿舎

益田養護学校（知・肢）

別添１

松江清心養護学校（肢）

松江ろう学校（聴）

松江養護学校

本校・乃木校舎（知）

松江緑が丘養護学校（病）

盲学校（視）

-
2
0
-



特別支援学校における通学支援アンケート調査について 

１ 調査目的 

特別支援学校の幼児児童生徒（以下「児童等」）の通学実態を調査し、今後の通学支援の在り方の参考とする。  

２ 調査対象者 

特別支援学校に在籍する児童等の保護者。ただし、在籍する児童等が以下に該当する場合は対象外。 

① 隣接する医療機関に入院している   ② 訪問教育を受けている   ③ 児童福祉施設等に措置入所している 

３ 調査方法 

学校を通じて保護者に配付・回収。 

４ 調査期間 

令和３年９月１０日（金）～令和３年１０月２９日（金）  

５ 回答者数（特別支援学校全 12校） 

６ 調査結果（抜粋） 

 在籍する学部                              障がい種別 

全幼児児童生徒数 調査対象者数 回答者数 回答率 回答者数の内、自宅通学生数

９９３人 ８９９人 ７７６人 ８６．３％ ６６６人（85.8％） 

12

138
23

92
586

57

22

0 200 400 600 800

無回答

その他

病弱
肢体不自由

知的障がい
聴覚障がい

視覚障がい

（注）重複障がいのある児童等は複数回答 

項目 回答数

視覚障がい 22

聴覚障がい 57

知的障がい 586

肢体不自由 92

病弱 23

その他 138

無回答 12

項目 回答者数 割合

幼稚部 15 1.9%

小学部 199 25.6%

中学部 156 20.1%

高等部 402 51.8%

専攻科 4 0.5%

無回答 0 0.0%

別添２ 

-
2
1
-



-1 自宅から学校までの距離（全体）                  -2 自宅から学校までの距離（自宅通学生） 

-1 自宅から学校までの所要時間（全体） -2 自宅から学校までの所要時間（自宅通学生） 

（注）車を利用した場合の所要時間 
（注）車を利用した場合の所要時間 

項目 回答者数 割合

4km未満 82 10.6%

4～10km 258 33.2%

11～20km 153 19.7%

21km以上 120 15.5%

無回答 163 21.0%

項目 回答者数 割合

15分未満 145 18.7%

15～29分 299 38.5%

30～44分 174 22.4%

45～59分 56 7.2%

60分以上 36 4.6%

無回答 66 8.5%

項目 回答者数 割合

4km未満 77 11.6%

4～10km 246 36.9%

11～20km 131 19.7%

21km以上 82 12.3%

無回答 130 19.5%

項目 回答者数 割合

15分未満 139 20.9%

15～29分 278 41.7%

30～44分 130 19.5%

45～59分 44 6.6%

60分以上 20 3.0%

無回答 55 8.3%

-
2
2
-



-1 登校時に主に利用している移動手段（全体）             -2 登校時に主に利用している移動手段（自宅通学生） 

-1 スクールバスを利用していない理由（全体）              -2 スクールバスを利用していない理由（自宅通学生） 

項目 回答者数 割合

スクールバス以外の方法で
登校できる

240 36.4%

スクールバスが運行して
いない

118 17.9%

乗車場所までが遠くて
利用できない

50 7.6%

乗車時刻が合わず利用
できない

28 4.2%

子どもの障がいの状況から
利用できない

82 12.4%

その他 45 6.8%

無回答 97 14.7%

項目 回答者数 割合

徒歩・自転車 99 12.8%

バス・電車 156 20.1%

自家用車 300 38.7%

スクールバス 93 12.0%

福祉事業所による
移動支援など民間送迎

118 15.2%

その他 10 1.3%

無回答 0 0.0%

項目 回答者数 割合

徒歩・自転車 68 10.2%

バス・電車 132 19.8%

自家用車 262 39.3%

スクールバス 89 13.4%

福祉事業所による
移動支援など民間送迎

111 16.7%

その他 4 0.6%

無回答 0 0.0%

（注）スクールバス以外で通学している方のみ （注）スクールバス以外で通学している方のみ 

項目 回答者数 割合

スクールバス以外の方法で
登校できる

206 36.5%

スクールバスが運行して
いない

96 17.0%

乗車場所までが遠くて
利用できない

41 7.3%

乗車時刻が合わず利用
できない

25 4.4%

子どもの障がいの状況から
利用できない

80 14.2%

その他 44 7.8%

無回答 72 12.8%

-
2
3
-



-1 下校時に主に利用している移動手段（全体）              -2 下校時に主に利用している移動手段（自宅通学生） 

-1 通学による生活への影響（全体）                    -2 通学による生活への影響（自宅通学生） 

※「ある」の具体的な内容 

・ 登校時間が遅く、朝の勤務時間に間に合わない  ・ 希望する働き方ができない 

・ 精神的・時間的負担が大きい          ・ 祖父母への負担が大きい  など 

（注）下校時のスクールバスは松江ろう学校のみ運行 

項目 回答者数 割合

ある 244 31.4%

ない 470 60.6%

無回答 62 8.0%

項目 回答者数 割合

ある 216 32.4%

ない 393 59.0%

無回答 57 8.6%

項目 回答者数 割合

徒歩・自転車 101 13.0%

バス・電車 147 18.9%

自家用車 145 18.7%

福祉事業所による移動支援
など民間送迎

60 7.7%

放課後等デイサービスの
送迎

305 39.3%

その他 8 1.0%

無回答 2 0.3%

スクールバス 8 1.0%

項目 回答者数 割合

徒歩・自転車 68 10.2%

バス・電車 121 18.2%

自家用車 122 18.3%

福祉事業所による移動支援
など民間送迎

52 7.8%

放課後等デイサービスの
送迎

294 44.1%

その他 2 0.3%

無回答 0 0.0%

スクールバス 7 1.1%

（注）下校時のスクールバスは松江ろう学校のみ運行 

-
2
4
-



-1 通学支援に望むこと（全体 複数回答）                -2 通学支援に望むこと（自宅通学生 複数回答） 

＜参考＞ 

島根県におけるスクールバスによる通学支援 

・ 平成 19 年 9 月より、各学校の校外学習用スクールバスを利用した登校時の通学支援を開始。 

・ 公共交通機関による通学に向けたステップとし、自立と社会参加を目指すとともに、送迎に過重な負担のかかる保護者の負担軽減を図ることを 

目的に実施。 

項目 回答数

現在の通学方法でよい 421

寄宿舎の充実 55

分教室の設置 22

スクールバスの充実 247

福祉事業所による移動支援など民間送迎の充実 203

その他 22

無回答 40

項目 回答数

現在の通学方法でよい 370

寄宿舎の充実 28

分教室の設置 20

スクールバスの充実 221

福祉事業所による移動支援など民間送迎の充実 188

その他 20

無回答 26

-
2
5
-



学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する 

総合的なガイドライン（案）の概要について 

スポーツ庁及び文化庁は、それぞれに設置した「部活動の地域移行に関する検討会議」

が取りまとめた提言を踏まえ、平成 30 年に策定されたスポーツ庁の「運動部活動の在り

方に関する総合的なガイドライン」及び文化庁の「文化部活動の在り方に関する総合的な

ガイドライン」を統合した上で全面的に改定することとし、令和４年 11 月 17 日に「学校

部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン（案）」を示し

た。 

【ガイドライン策定の趣旨等】 

・ 少子化が進む中、将来にわたり生徒がスポーツ・文化芸術活動に継続して親しむこ

とができる機会を確保するため、速やかに部活動改革に取り組むことが必要であると

の観点から、学校部活動の適正な運営や効率的・効果的な活動の在り方とともに、新

たな地域クラブ活動を整備するために必要な対応について、国の考え方が提示された。 

・ 部活動の地域移行に当たっては、「地域の子供たちは、学校を含めた地域で育てる。」

という意識の下、生徒の望ましい成長を保障できるよう、地域の持続可能で多様な環

境を一体的に整備することとしている。 

【主な内容】 

Ⅰ 学校部活動 

教育課程外の活動である学校部活動について、従来のガイドラインの内容を踏ま 

えた、適正な運営等の在り方 

Ⅱ 新たな地域クラブ活動 

学校部活動の維持が困難となる前に、学校と地域との連携・協働により生徒の活 

   動の場として整備すべき新たな地域クラブ活動の在り方 

Ⅲ 学校部活動の地域連携や地域クラブ活動への移行に向けた環境整備 

新たなスポーツ・文化芸術環境の整備に当たり、多くの関係者が連携・ 協働して 

段階的・計画的に取り組むための進め方等 

Ⅳ 大会等の在り方の見直し 

学校部活動の参加者だけでなく、地域クラブ活動の参加者のニーズ等に応じた大 

   会等の運営の在り方 

※ Ⅰは中学生を主な対象とし、高校生も原則適用。Ⅱ～Ⅳは公立中学校の生徒を主な

 対象とし、高校や私学は実情に応じて取り組むことが望ましい。

文 教 厚 生 委 員 会 資 料

令和４年 12 月９日・12 日

保健体育課・社会教育課
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【参考】 

＜これまでの経過＞ 

 令和２年９月    文部科学省が「学校の働き方改革を踏まえた部活動改革」に 

より、方向性等を示す 

 令和３～４年度   県内３市町（浜田市・美郷町<R3～4>、雲南市<R4>）で国委託 

のスポーツ庁「地域運動部活動委託事業」及び文化庁「地域部 

活動推進事業」により実践研究を実施 

 令和４年６月    スポーツ庁の「運動部活動の地域移行に関する検討会議」が 

「運動部活動の地域移行に関する提言」をスポーツ庁長官へ 

提出 

 令和４年８月    文化庁の「文化部活動の地域移行に関する検討会議」が 

「文化部活動の地域移行に関する提言」を文化庁長官へ提出 

 令和４年 11 月   スポーツ庁・文化庁が「学校部活動及び新たな地域クラブ活 

動の在り方等に関する総合的なガイドライン（案）」を示す 

            ※ 11 月 17 日から 12 月 16 日までパブリックコメント 

を実施 

＜県の取組＞ 

 令和４年９月～   庁内関係課のワーキンググループによる課題等の整理・検討 

 令和４年 10～11 月 市町村への説明・意見交換を実施 

 令和４年 12 月   実態把握のための調査を実施（国の実態調査に併せて実施） 

 時期未定      国ガイドライン確定後、県「部活動の在り方に関する方針」 

を改訂 
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「風流
ふりゅう

踊
おどり

」のユネスコ無形文化遺産代表一覧表への記載決定について 

令和４年 11 月 30 日にラバト（モロッコ）で開催された第 17 回ユネスコ無形文化遺産政府間委

員会において、「風流踊」を代表一覧表に「記載（登録）」する決議があった。 

今回記載となった「風流踊」には「津和野弥栄
やさか

神社
じんじゃ

の鷺
さぎ

舞
まい

（津和野町）」が含まれる。 

１．風流踊について 

 内容 

「風流踊」は、広く親しまれている盆踊や小唄踊、念仏踊、太鼓踊など、各地の歴史や風土

に応じて様々な形で伝わる民俗芸能。 

華やかな衣装や持ち物に趣向を凝らして、笛、太鼓、鉦
かね

などで囃し立て、賑やかに踊ること

により、厄災を祓い、安寧な暮らしがもたらされることを願うという共通の特徴をもつ。 

 構成 

24都府県の国指定重要無形民俗文化財41件（別紙のとおり） 

※「チャッキラコ（神奈川県三浦市：平成21年登録）」の拡張登録 

２．津和野弥栄神社の鷺舞について 

 名  称 「津和野弥栄神社の鷺舞」（平成６年 国指定重要無形民俗文化財）

 保護団体 弥栄神社の鷺舞保存会

 概  要 鷺舞は、弥栄神社の祭礼（７月20日、27日）に演じられる舞で、古風な京都祇

園会の風流の姿を今によく留めている。舞人２人が雌雄の華麗な白鷺に扮して優

雅に舞う、貴重な伝統芸能。

【参考】 

ユネスコ無形文化遺産 

平成18年（2006）に発効した無形文化遺産保護条約に基づき、ユネスコが各国の芸能や祭礼、伝統

工芸技術などを登録、保護する。「風流踊」を含む日本の登録件数は22件。 

政府間委員会 

ユネスコ無形文化遺産保護条約の締約国（180か国）から選出された24か国で構成。年１回開催さ

れ、評価機関の勧告を踏まえ、代表一覧表への登録等について最終決定を行う。 

島根県内のユネスコ無形文化遺産 

・ 石州半紙
ばんし

（浜田市）平成21年記載（登録） 

※ 平成26年に「本美濃紙
ほん み の し

」、「細川紙
ほそかわし

」を追加し、「和紙：日本の手漉
てすき

和紙技術」として拡張登録 

・ 佐陀
さ だ

神
しん

能
のう

（松江市）平成23年記載（登録）  

文 教 厚 生 委 員 会 資 料 
令和４年 12 月９日・12 日 
文 化 財 課 
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【参考画像】津和野弥栄神社の鷺舞（津和野町教育委員会提供） 

御神幸 

唄方 囃子方 

鷺舞と棒振 鷺舞 

鷺舞の賑わい 
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第８回古代歴史文化賞受賞作品の決定について 

 令和４年11月２日（水）開催の古代歴史文化賞選定委員会において、第８回古代歴史文化賞
の受賞作品が決定された。

１．賞の目的 

古代歴史文化に関連の深い島根県・奈良県・三重県・和歌山県・宮崎県の５県が共同して、

学術的基盤に立ちながら、分かりやすく書かれた優れた書籍を表彰することを通して、国民の

古代文化への関心を高め、豊かな歴史文化に恵まれた各県の交流人口の拡大を目的とする。

２．実施主体  

  島根県・奈良県・三重県・和歌山県・宮崎県

３．大賞・優秀作品賞 

４．特別賞 

早川和子 考古イラストレーター 

遺跡だけではイメージしにくい古代の人々の衣食住、信仰や風景などをテーマに、親しみ

やすいイラストの制作に長年にわたって取り組み、古代歴史文化の普及や理解促進に、大き

く貢献した。 

５．表彰式・記者発表  

令和４年11月２日（水）帝国ホテル東京
出席者 受賞者、選定委員、島根・奈良県知事、三重・和歌山・宮崎各県知事代理

６．受賞記念イベント（予定）  

 奈良会場 令和５年１月21日（土）奈良県文化会館
 松江会場 令和５年１月29日（日）島根県民会館中ホール

７．今後の対応 

古代歴史文化賞事業は、開始から10周年となることから、今年度をもって終了するが、
今後も、奈良県など他県との連携事業は継続し、その成果を活かした情報発信を行う。

区  分 書   籍   名 著 者 

大  賞 顔の考古学 異形の精神史 設楽 博己（東京大学名誉教授） 

優秀作品賞 

気候適応の日本史

人新世をのりこえる視点 
中塚 武（名古屋大学大学院教授） 

戸籍が語る古代の家族 今津 勝紀（岡山大学教授） 

人事の古代史

律令官人制からみた古代日本 
十川 陽一（慶應義塾大学准教授） 

万葉集に出会う 大谷 雅夫（京都大学名誉教授） 

文 教 厚 生 委 員 会 資 料

令和４年 12 月９日・12 日
文 化 財 課

-36-



著者名
出版社・年月

設楽 博己

吉川弘文館
R３．１

中塚 武

吉川弘文館
R４．３

今津 勝紀

吉川弘文館
R１．１０

十川 陽一

筑摩書房
R２．６

大谷 雅夫

岩波書店
R３．８

現在も広く親しまれる『万葉集』の従来の読みと解釈
について、近世期国学の注釈史研究などを踏まえて検
証し、作者の思いに迫る。また、万葉集の特色である
「擬人表現」「相聞歌」などを紹介し、その多彩な魅
力を伝える。

 第８回古代歴史文化賞 受賞作品

賞名 書名 作品の概要

大
賞

顔の考古学
異形の精神史

縄文時代の土偶をはじめ埴輪などの特異な顔表現につ
いて、その意味と役割、変遷を考察する。各時代の顔
の分析・比較から、弥生時代における社会の特色を論
じ、さらには現代社会が抱える課題にも通じることを
指摘する。

優
秀
作
品
賞

気候適応の日本史
人新世をのりこえる視点

古気候学の研究成果から、歴史事象と気候適応の関係
について考察する。また、今日的課題である地球環境
問題への対応にあたっては、気候適応史研究が重要で
あると説く。

戸籍が語る古代の家族

古代の戸籍の制度や、記載される人の範囲や身分など
の内容を解説する。内容の分析から、古代の人口数や
平均余命、出生率、婚姻の実態、疫病などの状況を提
示し、古代社会の厳しい環境の中で、人々がどのよう
に生きてきたのかを明らかにする。

人事の古代史
律令官人制からみた古代日本

古代日本の律令官人制について、奈良時代を中心に仕
組みと歴史を概観する。その上で、官職につけない多
くの官人「散位」の存在を紹介し、古代国家にとって
官人がどのような存在であったのかを論じる。古代に
おける官人制の定着と展開を通観する。

万葉集に出会う
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賞名 受賞者

早川和子
考古イラストレーター

特
別
賞

選定理由

作品は、リアルで、古代人の生き生きとした表情を描き、親し
みやすい。復元画は、古代出雲歴史博物館をはじめ全国の歴史
博物館などで展示され、学校用教科図書にも使われている。

第８回古代歴史文化賞 特別賞受賞者

（古代出雲歴博物館図録『出雲国誕生と奈良の都』より）
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ま優秀作品賞（ ４ 点）

大賞

優秀作品賞 優秀作品賞

優秀作品賞優秀作品賞
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令和４ 年１ １ 月２ 日、 帝国ホテル東京におい○
て 、 第８ 回古代歴史文化賞の受賞作品の選定と

発表およ び記者会見が行われま し た 。

大賞１ 点、 優秀作品賞４ 点およ び特別賞１ 件が

選ばれま し た 。

大賞は設楽博己氏の『 顔の考古学　 異形の精○
神史』（ 吉川弘文館） が受賞し ま し た。 こ の本は、

縄文時代の土偶や仮面、 弥生時代の顔のついた

土器、 古墳時代の人物埴輪など 、 特異な顔の表

現を取り 上げ、 古代の人々のメ ッ セージを明ら

かにし よ う と する も のです。 こ れま で断片的に

評価さ れてき た 「 顔」 資料を総合的に検討し 、

そ こ から 導かれる意味や役割、 変遷など の考察

は、 今ま でにない視点と なっ ていま す。 さ ら に

は、 こ う し た顔の分析を と おし て 、 現代日本社

会の課題ま でも導き出し ている作品です。

【 大賞受賞者の略歴】

設楽 博己（ し たら ひろみ）

年、群馬県生まれ。 東京大学名誉教授。 博士（ 文学）。1956
専門は日本考古学。

著書に 『 弥生再葬墓と 社会』（ 塙書房）、『 縄文社会と 弥生

社会』（ 敬文舎）、『 弥生文化形成論』（ 橘書房） など がある 。

受賞作品発表記者会見

記　 念　 行　 事

第
８
回
古
代
歴
史
文
化
賞
の
受
賞
作
決
定
を
記
念
し
て
、

奈
良
と
島
根
の
２
会
場
で
記
念
行
事
を
行
い
ま
す
。
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